
　
一
　
　
　
Q
U
　
4
－
　
9
　
∩
U

　
　
　
8
　
7
ー
　
【
9
　
9

　
　
　
　
コ
　
ロ
　
ロ
　
　

口
篇
鵠
弧
幅

人
男
女
計
轍

一
　
　
　
世

月轟懸懸灘幽簸惣轟翻熱
第182号毎月15日発行　発行所十日町市役所（昭和32年6月5日第3種郵便物認可）　定価一部5円

㈱

十
日
町
市
総
合
計
画

基
本
構
想
（
案
）
を
諮
間

”
明
る
く
豊
か
な
住
み
よ

　
市
は
昭
和
四
十
七
年
度
か
ら
の
長

期
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
、
昨
年
来

作
業
を
進
め
て
い
た
総
合
計
圃
策
定

の
た
め
の
基
本
構
想
（
案
）
が
こ
の

ほ
ど
ま
と
ま
り
、
去
る
一
月
二
十
日

市
総
合
計
画
審
議
会
に
諮
問
し
ま
し

い

活
気
に
満
ち
た
産
業
都
市
”

た
。

　
市
は
去
る
十
四
日
に
同
審
議
会
の

答
串
を
得
、
三
月
定
例
市
議
会
に
提

案
議
決
を
得
る
予
定
に
し
て
い
ま
す

　
こ
の
基
本
構
想
は
地
方
自
治
法
の

規
定
に
基
づ
い
て
策
定
す
る
も
の
で本町2丁目アーケード付近

す
が
、
今
後
市
の
行
政
は
、
基
本
構

想
に
そ
く
し
て
、
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
実
施
し
、
無
駄
の
な
い
行
政
が

展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

基
本
構
想

　
こ
の
基
本
構
想
は
、
お
お
ま
か
に

い
っ
て
十
日
町
市
の
将
来
像
と
施
策

の
大
綱
か
ら
な
り
た
っ
て
い
ま
す
。

　
す
な
わ
ち
、
将
来
像
は
、
十
日
町

市
が
昭
和
六
十
年
に
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
ど
う
あ

る
ぺ
き
か
想
定
し
た
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
施
策
の
大
綱
で
は
、
ど
の

よ
う
に
し
て
こ
の
“
明
る
く
豊
か
で

住
み
ょ
い
十
日
町
市
4
を
実
現
す
る

か
、
そ
の
方
法
、
施
策
に
つ
い
て
掲

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
市
の
総
合
計
画
は
、
六
十
年
を
目

標
年
次
と
す
る
基
本
構
想
と
、
構
想

の
実
現
性
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本

計
画
（
昭
和
五
十
五
年
ま
で
）
と
三

ヵ
年
の
ロ
ー
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
方
式

に
よ
る
実
施
計
圃
の
三
段
階
か
ら
な

り
た
っ
て
い
ま
す
。

市
の
将
来
像

　
本
市
の
将
来
像
は
「
都
市
機
能
の

集
積
と
幹
線
道
路
交
通
綱
の
整
備
に

豪
雪
対
策
の
声
ま
と
ま
る

　
　
　
　
　
　
山
問
地
区
へ
助
成
制
度
新
設

　
豪
雪
対
策
の
一
環
と
し
て
、
昨
年

十
一
月
実
施
し
た
聴
問
会
の
要
望
畢

項
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

　
各
部
落
代
表
の
要
望
事
項
の
な
か

で
最
も
多
か
っ
た
の
は
国
、
県
、
市

道
の
大
型
機
械
圧
雪
関
係
が
二
十
九

件
、
次
い
で
除
雪
関
係
二
十
件
な
だ

れ
危
険
防
止
関
係
十
四
件
で
、
以
下

小
型
圧
雪
雪
上
車
維
持
費
助
成
、
人

力
雪
道
つ
け
費
助
成
、
急
患
輸
送
対

策
、
学
童
の
送
迎
負
担
軽
減
、
砂
利

押
込
被
害
補
償
が
そ
れ
ぞ
れ
九
件
、

そ
の
他
道
路
改
艮
促
進
ほ
か
十
項

目
、
二
＋
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
各
地
区
か
ら
出
さ
れ
た
百
二
十
八

件
に
及
ぶ
要
望
事
項
に
つ
い
て
、
市

長
は
十
二
月
十
七
日
係
員
か
ら
詳
細

に
説
明
聴
取
、
可
能
な
も
の
か
ら
今

冬
の
雪
害
対
策
に
組
み
入
れ
る
よ
う

関
係
課
に
指
示
し
ま
し
た
。

　
そ
の
な
か
で
、
公
道
の
人
力
雪
道

つ
け
費
及
び
小
型
圧
雪
雪
上
車
の
公

道
圧
雪
に
伴
う
維
持
運
営
費
に
つ
い

て
は
、
今
冬
か
ら
助
成
制
度
を
新
設

し
、
山
間
地
部
落
住
民
の
過
重
負
担

を
少
し
で
も
軽
滅
す
る
よ
う
特
に
強

い
指
示
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
た
め
都
而
開
発
課
雪
害
公
害

係
で
実
態
調
査
を
実
施
し
、
助
成
基

準
の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
、

　
こ
れ
ま
で
長
い
間
平
場
地
区
と
の

格
差
に
な
や
み
な
が
ら
、
冬
期
交
通

確
保
に
努
力
し
て
き
た
山
間
地
住
民

に
と
っ
て
は
明
る
い
ニ
ュ
ー
ス
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。

本
市
な
ど
騒
言
規

制
法
地
域
指
定

　
県
は
ふ
え
る
騒
音
公
害
に
対
処
す

る
た
め
、
新
年
度
か
ら
本
市
な
ど
八

市
に
騒
音
規
制
法
に
基
づ
く
地
域
指

定
を
行
な
い
、
地
域
指
定
を
大
幅
に

拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
本
市
で
は
指
定
に
備
え
受
入
準
備

の
作
業
を
は
じ
め
ま
し
た
。
地
域
は

羽
根
川
か
ら
大
井
田
川
の
区
間
で
、

住
宅
地
域
、
工
場
地
域
な
ど
四
種
類

に
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
朝
、
昼
、
夜

の
時
間
帯
に
応
じ
て
騒
音
が
規
制
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

よ
っ
て
、
公
共
施
設
の
適
正
な
配
置

に
ょ
り
、
広
域
生
活
圏
の
中
核
都
市

と
し
て
形
成
を
は
か
り
、
住
民
の
生

活
環
境
及
び
水
準
を
向
上
す
る
と
共

に
伝
統
の
織
物
産
業
と
農
業
を
中
心

と
し
た
明
る
く
豊
か
な
住
み
よ
い
活

気
に
満
ち
た
産
業
都
市
」
を
め
ざ
し

て
い
ま
す
。

　
ま
た
地
域
社
会
経
済
の
姿
と
し
て

人
口
や
産
業
な
ど
が
昭
和
六
十
年
に

は
ど
う
な
る
か
を
想
定
し
て
い
ま

す
。

　
世
帯
や
人
口
は
、
昭
和
六
十
年
に

は
、
一
万
五
千
世
帯
、
約
五
万
三
千

人
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
昭
和
六
十
年
に
は
総
人
口
の

六
十
％
が
市
街
地
に
集
中
す
る
も
の

と
予
想
さ
れ
ま
す
。

　
本
市
の
昭
和
四
十
四
年
の
一
人
当

り
分
配
所
得
は
約
三
十
八
万
円
で
県

平
均
の
三
十
九
乃
円
に
対
し
下
ま
わ

っ
て
い
ま
す
が
、
目
標
年
次
の
昭
和

六
十
年
に
は
、
一
年
間
約
百
三
十
万

円
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
一
方
消
費
の
方
は
、
食
糧
費
を
中

心
と
す
る
私
的
消
費
か
ら
社
会
消
費

へ
と
う
つ
り
、
文
化
厚
生
活
動
費
の

比
重
が
高
く
な
る
で
し
ょ
う
。

　
交
通
通
信
体
系

　
の
整
備

　
本
市
の
道
路
整
備
は
、
国
道
で
昭

和
五
十
年
、
主
要
地
方
道
は
昭
和
五

十
五
年
ま
で
に
は
完
全
に
整
備
さ
れ

る
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
昭
和
六
十
年
ま
で
に
は
、
一

般
県
道
な
ら
び
に
市
道
一
級
、
二
級

路
線
の
幹
線
道
路
の
整
備
が
終
わ
り

冬
期
積
雪
時
で
も
二
車
線
ま
た
は
一

車
線
の
確
保
が
司
能
と
な
り
ま
す
。

　
主
要
な
都
市
街
路
の
車
歩
道
は
完

全
に
分
離
し
、
交
差
点
は
立
体
化
し

鉄
道
は
上
越
新
幹
線
と
北
越
北
線
の

開
通
に
よ
り
、
首
都
圏
と
の
時
間
距

離
が
短
縮
さ
れ
、
流
通
機
構
の
変
化

と
地
域
の
新
し
い
開
発
地
域
が
拡
大

さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
一
方
情
報
化
時
代
に
即
応
し
て
、

通
信
機
関
が
整
備
拡
充
さ
れ
、
加
入

電
話
は
昭
和
六
十
年
に
は
一
世
帯
一

台
の
加
入
と
な
り
ま
す
。

　
産
　
　
業

　
各
産
業
は
、
こ
れ
ら
交
通
体
系
の

整
備
と
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

に
よ
り
、
大
き
な
影
響
を
受
け
る
が

省
力
化
、
体
質
改
善
、
流
通
シ
ス
テ

ム
の
合
理
化
、
経
営
の
近
代
化
、
な

ど
に
よ
り
、
大
き
く
伸
展
す
る
も
の

と
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
観
光
は
、
魚
沼
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
や

当
間
山
麓
の
開
発
な
ど
秋
山
郷
、
清

津
峡
な
ど
を
含
め
た
広
域
観
光
も
促

進
さ
れ
、
レ
ジ
ャ
ー
の
中
継
基
地
と

な
り
ま
す
。

　
住
み
よ
い
生
活
環
境

　
公
共
下
水
道
の
建
設
を
促
進
し
、

ご
み
は
埋
立
地
と
ブ
レ
ス
化
処
理
を

構
想
し
、
収
集
範
囲
を
拡
大
し
、
し

尿
処
理
も
高
度
処
理
体
制
を
確
立
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
は
か
り
ま

す
。

　
上
水
道
は
、
上
水
道
、
簡
易
水
道

の
普
及
拡
大
を
は
か
る
ほ
か
、
苗
場

山
麓
開
発
事
業
計
画
と
タ
イ
ア
ッ
ブ

し
て
昭
和
六
＋
年
を
目
標
と
す
る
清

津
川
多
目
的
ダ
ム
剰
用
に
よ
る
本
市

の
生
活
用
水
、
工
業
用
水
の
確
保
を

は
か
り
ま
す
。

　
健
康
で
安
全
な
生
活

　
無
医
地
区
の
解
消
を
は
か
る
た
め

保
健
セ
ン
タ
ー
の
設
置
を
考
え
、
巡

回
医
療
シ
ス
テ
ム
体
制
の
確
立
を
は

か
り
、
公
園
緑
地
は
、
森
林
公
園
と

し
て
の
十
日
町
公
園
を
整
備
し
そ
の

ほ
か
市
街
地
に
お
け
る
緑
地
帯
の
確

保
を
考
え
る
。

　
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
老
人
ま

　
で
安
心
で
き
る
生
活

　
今
後
要
保
育
児
童
の
一
〇
〇
％
保

育
所
入
所
を
目
標
と
し
、
老
人
福
祉

施
設
と
し
て
、
老
人
い
こ
い
の
家
を

新
設
し
ま
す
。

　
教
育
文
化

　
幼
児
教
育
、
義
務
教
育
に
お
い
て

適
正
配
置
と
す
ぐ
れ
た
教
育
環
境
の

保
持
を
目
標
と
し
、
社
会
教
育
は
市

民
の
生
涯
教
育
の
観
点
か
ら
、
こ
れ

ら
学
習
機
会
を
与
え
る
た
め
の
施
設

整
備
を
積
極
的
に
進
め
ま
す
。

し
、
老
人
相
談
員
や
、
心
身
障
害
者

相
談
員
、
家
庭
奉
仕
員
を
配
置
し
ま

す
。

　
ま
た
要
保
育
児
童
の
一
〇
〇
％
入

所
を
目
標
に
保
育
所
の
新
設
と
設
備

を
充
実
し
ま
す
。

　
ま
た
子
供
が
安
心
し
て
住
め
る
よ

う
に
児
童
公
園
、
児
童
遊
園
地
、
児

童
セ
ン
タ
ー
な
ら
び
に
交
通
公
園
を

建
設
し
ま
す
。

　
教
育
で
は
、
教
育
施
設
殼
備
を
充

実
し
、
適
正
規
模
校
と
す
る
た
め
の

学
区
の
再
編
成
、
安
全
教
育
、
学
校

給
食
の
完
全
実
施
を
は
か
り
、
社
会

教
育
と
し
て
地
区
公
民
館
の
整
備
と

博
物
館
、
図
書
館
の
整
備
を
構
想
し

野
外
活
動
の
普
及
と
体
育
施
設
の
整

備
を
は
か
る
も
の
と
し
ま
す
。

　
保
健
衛
生
と
し
て
は
、
医
療
の
み

な
ら
す
公
民
館
機
能
を
併
設
し
た
山

間
地
総
合
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
中

央
に
公
衆
衛
生
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し

ま
す
。産

業
の
振
興
に
関

す
る
事
項
と
し
て

　
農
業
、
工
業
、
商
業
、
観
光
に
つ

い
て
述
ぺ
て
い
ま
す
。

　
農
業
で
は
、
稲
作
を
基
幹
と
し
て

林
業
の
近
代
化
や
畜
産
の
振
興
を
重

点
に
苗
場
山
麓
農
業
開
発
に
ょ
る
大

型
機
械
営
農
団
地
を
構
想
し
ま
す
。

　
工
業
は
、
繊
維
工
業
を
中
心
に
優

良
市
場
の
開
拓
、
公
害
防
止
施
設
の

近
代
化
、
経
営
の
合
理
化
を
は
か
り
、

そ
の
他
工
業
集
団
化
、
流
通
過
程
の

共
同
処
理
、
設
備
近
代
化
を
促
進
し

ま
す
。

　
商
業
で
は
能
率
的
な
店
舗
改
善
と

企
業
の
合
理
化
、
販
売
体
制
強
化
、

流
通
機
構
の
改
善
に
よ
り
商
店
街
の

振
興
を
は
か
り
ま
す
。

　
観
光
で
は
、
当
間
山
自
然
公
園
と

魚
沼
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
を
完
成
さ
せ
、

健
全
な
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を

つ
く
り
ま
す
。

広
域
行
政
の
推
進

と
し
て

　
近
隣
町
村
と
緊
密
な
連
携
を
保
ち

広
域
行
政
の
推
進
を
は
か
り
ま
す
。

　
行
財
政
合
理
化
に
関
す
る

　
事
項
と
し
て

健
全
財
域
坐
狩
を
基
調
に
行
財
域

を
合
理
化
し
、
重
点
的
、
合
理
的
に

事
業
を
施
行
し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
に
つ
と
め
ま
す
。
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施
策
の
大
綱

　
基
本
的
条
件
の
整
備
と
し
て
、
交

通
、
通
信
体
系
の
整
備
、
交
通
安
全

対
策
、
公
害
対
策
な
ど
に
つ
い
て
述

べ
て
い
ま
す
。

　
道
路
で
は
、
基
幹
道
路
と
主
要
道

路
綱
の
整
備
を
促
進
し
、
市
道
は
、

昭
和
六
十
年
ま
で
に
一
級
路
線
十
七

線
、
二
級
路
線
四
十
五
線
、
合
計
六

十
二
線
の
整
備
を
完
了
、
道
路
の
無

雪
化
を
は
か
り
ま
す
。
ま
た
、
総
合

的
な
土
地
利
用
計
画
に
ょ
り
、
市
街

地
と
し
て
開
発
す
る
地
域
と
農
用
地

と
し
て
利
用
す
る
地
域
を
区
分
し
、

市
街
地
の
再
開
発
や
、
土
地
区
圃
整

理
を
実
施
し
て
、
街
路
や
駐
車
場
な

ど
の
都
而
施
設
を
整
備
し
ま
す
。

　
公
害
対
策
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

工
場
別
公
害
防
止
施
設
を
設
置
し
、

工
場
団
地
の
造
成
、
公
共
下
水
道
事

業
の
建
設
な
ど
に
よ
り
、
公
害
を
除

去
し
、
環
境
の
整
備
を
進
め
ま
す
。

　
ま
た
雪
の
克
服
と
積
極
的
利
用
に

つ
い
て
幹
線
道
路
は
完
全
無
雪
化
し

拠
点
集
落
に
は
除
雪
車
車
庫
、
集
会

所
兼
用
の
克
雪
管
理
セ
ン
タ
ー
を
つ

く
り
、
拠
点
集
落
か
ら
各
部
落
を
結

ぶ
道
路
に
は
、
な
だ
れ
防
止
施
設
の

設
置
と
、
雪
上
車
に
ょ
る
交
通
の
確

保
を
は
か
る
と
し
て
い
ま
す
。

生
活
環
境
の
整
備

と
し
て

　
上
下
水
道
、
ご
み
、
し
尿
、
公
園

緑
地
、
住
宅
建
設
な
ど
に
つ
い
て
述

べ
て
い
ま
す
。

　
市
民
の
い
こ
い
の
場
と
し
て
の
公

園
緑
地
は
、
構
想
中
の
十
日
町
公
園

造
成
計
画
を
促
進
し
、
公
害
対
策
と

し
て
の
公
共
下
水
道
を
建
設
。

　
ご
み
に
つ
い
て
は
、
焼
却
炉
の
増

設
や
ご
み
の
ブ
レ
ス
化
処
理
施
設
を

つ
く
り
ま
す
。

教
育
福
祉
の
向
上

に
関
す
る
事
項
と

し
て

　
社
会
福
祉
、
教
育
環
境
の
整
備
、

保
健
衛
生
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま

す
。

　
社
会
福
祉
は
い
こ
い
の
家
を
建
設

　　　　　　　　　　　皿　　　　　　　　　　盟　　　　　　　　　腿　　　　　　　　皿　　　　　　　皿　　　　　　　皿　　　　　　”　　　　　朋　　　　皿　　　皿　皿旧腿　　　　　　魍　　　　㎜　　　　皿　　㎜　醜皿　　　　　　　m　　　　　　㎜　　　　　㎜　　　　皿　　　皿　　”　腿闘　　　　　　　　　　㎜　　　　　　　　　闘　　　　　　　　　凹　　　　　　　　m　　　　　　　㎜　　　　　　㎜　　　　　旧　　　　㎜　　　m　㎜　旧旧

土
木
工
事

入
札
結
果

市の

〈
十
月
二
十
三
日
V

　
▽
吉
田
一
号
線
特
殊
改
良
第
一
種
工
事
（
山
谷
）

落
札
者
柳
土
建
　
　
落
札
額
百
一
一
十
二
万
円

〈
＋
一
月
六
日
〉

▽
東
小
学
校
敷
地
整
地
工
亭
（
新
座
、
四
日
町
）

　
落
札
者
　
（
株
）
村
山
土
建
　
　
落
札
額
　
五
百
四
十
五
万
円

▽
平
、
願
入
線
道
路
改
良
工
亭
（
平
、
願
入
）

　
落
札
者
　
生
越
土
建
　
　
落
札
額
　
四
百
九
十
万
円

〈
十
一
月
十
三
日
〉

▽
田
麦
、
池
ノ
平
線
道
路
改
良
工
事
（
池
ノ
平
）

　
落
札
者
　
　
（
株
V
村
山
土
建
　
　
落
札
額
　
二
百
六
十
五
万
円

▽
田
麦
原
本
線
道
路
改
良
工
事
（
田
麦
）

　
落
札
者
吉
村
建
設
（
株
）
　
　
落
札
額
九
十
六
万
円

▽
川
治
昭
和
町
線
（
妻
有
橋
取
付
道
）
道
路
改
良
工
事
（
河
内
町
）

　
落
札
者
南
雲
土
建
（
株
）
落
札
額
　
百
三
十
九
万
円

　
　
図
書
室
か
ら
の
お
知
ら
せ

図
書
室
は
公
民
館
三
階
で
す
。
ご
刹
用
下
さ
い
。

な
お
図
書
室
利
用
の
時
間
が
、
当
分
の
間
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
り
ま
す

の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

囹
図
書
室
利
用
時
間

〔
平
日
〕
　
午
前
九
時
5
午
後
六
時

〔
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
〕
　
午
前
九
時
5
午
後
五
時
（
月
曜
日
と
祝

日
の
翌
日
は
休
み
ま
す
。
）

囹
図
書
の
貸
出
圃
図
書
は
利
用
時
間
中
い
つ
で
も
貸
出
し
て
い
ま
す
．

囹
貸
出
期
間
十
日
間
（
雑
誌
は
三
日
闇
）

囹
貸
出
冊
数
　
二
冊
以
内
図
書
を
借
り
る
と
き
は
、
係
員
に
申
し
出

て
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
（
市
公
民
館
）

　
　
み
ん
な
で
交
通
安
全

　
今
年
こ
そ
市
民
総
ぐ
る
み
で
悲
惨
な
交
通
事
故
を
な
く
し
ま
し
ょ

う
。

　
昭
和
四
十
六
年
の
主
な
事
故
発
生
原
因
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。

　
前
方
不
注
意
三
十
四
件
、
ス
ピ
ー
ド
の
出
し
す
ぎ
二
十
一
件
、
直

前
直
後
横
断
二
十
三
件
、
徐
行
違
反
十
九
件
、
わ
き
み
運
転
十
八
件

酒
よ
い
運
転
十
三
件
、
飛
び
出
し
六
件
。

　
家
庭
で
の
正
し
い
交
通
安
全
の
し
つ
け

　
家
庭
の
し
つ
け
で
か
わ
い
い
お
子
さ
ん
を
交
通
亭
故
か
ら
守
っ
て

く
だ
さ
い
。

一
、
交
通
安
全
の
し
つ
け

　
道
路
の
横
断
方
法
な
ど
何
回
も
く
り
か
え
し
行
な
わ
せ
、
習
慣
的

　
に
そ
う
し
た
行
動
が
と
れ
る
よ
う
に
す
る
。

二
、
具
体
的
に
教
え
る

　
し
つ
け
は
た
だ
「
あ
ぶ
な
い
歩
き
方
は
や
め
な
さ
い
」
で
は
不
十

分
。

　
子
供
に
実
際
や
ら
せ
て
具
体
的
に
教
え
る
。

三
、
子
ど
も
の
性
格
を
つ
か
む

　
保
護
者
は
子
ど
も
の
衝
動
性
を
よ
ぐ
認
識
し
て
指
導
す
る
な
ど
性

　
格
に
応
じ
た
し
つ
け
が
大
切
で
す
．

一426一



第183号 市報とおかまち 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿2＿昭和47年2月15日（火曜日）　（昭和32年6月5日第三種郵便物認可）

　　国の児童手当該当者は

　　市の児童手当受給資格をそう失

市の児童手当の該当者が国の児童手当の対象と　．鐸麗

なりますと重複支給となるため、市の児童手当　“

懲麟黙難轡き灘

を受けるときに、税額に相当する額の自動車重

量税印紙を納付書にはって陸運事務所（自動車

検査場）の窓口に提出し納めることになりま

す。（十日町税務署）

　2月1日から郵便料金がかわりました

2月1日から手紙、はがき等の料金がかわりま

糊翻謙響合は弓1き灘，論擁撚灘樵だ
　　　自動車重量税のあらまし　　　　　　肇講警　しください。

自動　税が創　去るi2月旧から灘第1種（手紙）25　2・円・第2種（はがき）

施行され甑自動車重臨道路運送車叢通常はが翫くわしいことは＋日町郵便局

1難灘難ll灘嚇縞変更
かります。　（原動機付自転車や小型特殊自動　窺櫨、　公民館の電話番号がつぎのとおり変更しました

車、大型特殊自動車を除く）　　　　　　　　　　　　　　十日町公民館　　（7）5011番（代表）

納税義務者はその自動車の使用者ですが、陸運　　　　　　下条地区公民館　十日町局　（5）2004番

事務所で検査を受けるとき、また、使用の届出　　　　　　水沢地区公民館　十日町局　（8）3i　O　i番

　　一L一計算のしかた一
期間の計算は・それぞれの制度の計算方灘花

よって行なわれますが、それを要約するとつぎ

のとおりとなります。

（1）国民年金、厚生年金、船員保険では、制度

に加入した月から資格を失った月の前月まで

を、月を単位として計算します。　（月の途中で

ひ
ら
く
国

この場合つぎの点に注意する必要があります。

（1）船員保険の場合3分の4倍されるから最低

9ケ月あればよいように思えるが、実際の期間

が1年以上でないと合算しません。

＝：（2）厚生年金の抗内夫の場合は最低9ケ月あれ

ぽ3分の4倍してi年となるので合算されます。

（3）国民年金の期間は、保険料納付済期間と免

会社を退職したときはその月は計算しないとい民除鯛を合算すると1年以上になるときは・い

うことです．）

（2）各種共済組合の期間は、資格を失った月も

1月とし．て計算することになっています。

（3〉船員保険や厚生年金で抗内夫としての期間

があった場合は、実際の期間を3分の4倍したも

のを通算対象期間とします。

（4）年金に加入しなくても通算される期間（厚

生年金加入者の配偶者期間）などは、国民年金

のばあいと同じように計算します。つまりどの

制度にも属さなくなった月から、どれかの制度

に加入した月の前月までを算入します。

　（計算されない期間）

このように、月を単位として計算しますが、す

べてが合算されるわけではありません。つまり

原則として1年未満の期間は合算されません。

年ずれか一方叉繭方が1年未満であっても合算

　　されます。
金器（4）各種共済組舗、1年未満の鯛がいくつ

1も劾・これ船算すると1年以上になるとき

通
算
年
金
制
度
に
つ
い
て
ー

でも、各期間は算入しません。

告3（5）国民年金、厚生年金、船員保険の期間は、

その者の通算対象期間の中に、1年未満の期問

がいくつもあり同一制度で合算するとi年以上

になるときは、1年未満の期間でも算入します

（共済組合との違いに注意）

　　支給要件……何年で年金がつくか

通算年金は、いろいろの制度に加入した期間を

通算し、その通算対象期間が一定以上の年数を

こえた場合に支給されることになっておりま

す。その年数は、20年から25年です。

盛りあがった市民冬まっり

仮面ライダーショーなどに人気

　
去
る
†
二
日
5
十
三
日
の
両
日
行

わ
れ
た
市
民
冬
ま
つ
り
は
、
文
字
ど

お
り
、
市
民
の
祭
り
と
し
て
盗
況
を

き
わ
め
、
近
郷
近
在
か
ら
も
人
が
ド

ッ
と
繰
り
だ
し
ま
し
た
。

　
こ
の
冬
ま
つ
り
は
七
十
年
来
の
暖

冬
の
た
め
、
第
二
十
三
回
雪
ま
つ
り

を
や
む
を
得
す
中
止
し
た
か
わ
り
に

新
た
に
企
画
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、

ふ
る
さ
と
の
味
コ
ー
ナ
ー
や
着
つ
け

と
着
物
シ
ョ
ー
、
郷
土
芸
能
、
市
民

音
楽
祭
、
市
民
寄
席
、
郡
市
の
ど
自

慢
大
会
、
レ
ッ
ツ
ダ
ン
ス
、
仮
面
ラ

イ
ダ
ー
シ
ョ
ー
、
ち
ょ
う
ち
ん
行

列
、
酒
銘
柄
あ
て
大
会
、
水
着
撮
影

大
会
、
写
真
展
、
書
道
展
、
朔
風
会

展
、
第
二
回
美
術
協
会
展
、
民
謡
大

会
、
豆
ま
き
、
民
具
展
、
茶
席
、
文

化
講
演
会
、
川
柳
大
会
、
ヤ
ー
ヤ
ー

ヤ
ン
グ
フ
ォ
ー
ク
と
グ
ー
ム
を
楽
し

も
う
な
ど
、
冬
の
市
民
の
祭
り
に
ふ

さ
わ
し
く
も
り
だ
く
さ
ん
の
催
し
が

行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
　
新
潟
県
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た

　
　
　
　
　
四
日
町
神
宮
寺
の
観

　
観
音
堂
の
正
面
の
階
段
を
の
ぽ
り
　
　
観
世
音
菩
薩
の
全
身
は
衆
生
（
し
寺
開

ま
す
と
、
鰐
口
（
わ
に
ぐ
ち
）
が
あ
　
ゆ
う
じ
ょ
う
）
を
救
う
手
で
あ
り
、
　
（
一

り
、
そ
れ
と
対
し
て
額
が
か
か
げ
ら
眼
で
あ
っ
て
、
観
音
様
は
あ
ら
ゆ
る
広
沢

れ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
人
び
と
の
ど
ん
な
悩
み
で
も
、
す
べ
　
で
あ

　
こ
の
額
に
書
か
れ
て
あ
る
又
字
は
て
の
方
法
を
用
い
て
救
っ
て
く
れ
る
　
　
広

隷
書
（
れ
い
し
ょ
）
で
、
　
「
通
身
手
と
い
う
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

眼
」
　
（
つ
う
し
ん
し
ゅ
げ
ん
）
と
読
　
　
こ
の
言
葉
は
、
中
国
宋
代
の
禅
僧

む
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
悟
克
勤
（
え
ん
ご
こ
く
ご
ん
）
禅

　
こ
れ
は
赤
穂
義
士
堀
部
安
兵
衛
た
師
の
「
碧
巌
集
」
　
ヘ
ヘ
き
が
ん
し
ゆ

ち
の
師
で
、
そ
の
討
入
の
と
き
は
陰
う
）
に
も
見
え
、
ま
た
日
本
曹
洞
宗

で
助
け
、
成
否
を
案
じ
て
通
夜
屋
上
の
開
祖
道
元
禅
師
の
「
正
法
眼
蔵
」

に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
細
井
広
沢
　
（
し
ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う
）
観
音
の

（
一
六
五
八
ー
一
七
三
五
）
の
真
筆
巻
に
も
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と
に
神
宮
寺
観
音
堂
に
ふ
さ

　
額
字
の
左
が
わ
に
「
広
沢
知
慎
わ
し
い
額
と
い
わ
ね
ぱ
な
り
ま
せ

題
」
と
署
名
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
　
　
ん
。

　
「
通
身
手
眼
」
と
は
千
手
千
眼
観
　
　
こ
の
額
は
、
再
建
さ
れ
た
現
在
の

世
音
菩
薩
の
広
大
無
辺
な
慈
悲
を
讃
観
音
堂
の
前
の
伽
藍
に
も
か
か
げ
ら

え
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
れ
て
い
た
も
の
で
、
お
そ
ら
く
神
宮

音
様
の

山
朴
巌
和
尚
に
よ
る
宝
永
七
年

七
一
〇
）
の
伽
藍
修
造
の
と
き

が
委
嘱
さ
れ
て
揮
覇
し
た
も
の

り
ま
し
ょ
う
。

沢
は
時
に
五
十
三
才
で
し
た
。

て
「
通
身
手
眼
」
の
額
を
仰
い

で
礼
拝
堂
（
ら
い
は
い
ど
う
）
に
入

る
と
、
古
い
額
が
た
く
さ
ん
奉
納
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
格
天
井
（
ご
う
て

ん
じ
ょ
う
）
の
絵
が
目
に
入
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
説
明
は
後
に
述
ぺ
る

こ
と
に
し
、
礼
拝
堂
か
ら
格
子
ご
し

に
本
尊
を
安
置
し
て
あ
る
厨
子
（
す

し
）
が
拝
ま
れ
ま
す
が
、
こ
の
厨
子

を
め
ぐ
る
話
を
さ
き
に
す
る
こ
と
に

致
し
ま
し
ょ
う
。
　
　
　
（
続
く
）

　
【
写
真
は
観
音
堂
正
面
の
鰐
口
と

額
一

　
　
　
　
　
　
筆
者
・
竹
内
道
雄

（
文
化
財
観
世
音
護
持
会
副
会
長
・

長
岡
高
専
教
授
） 20日至誠堂医院西浦東

　　電話2－3276番

27日十日町病院高　山

　　電話2－3i61番
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一般会計（千円） 歳出性質別分析表（干円）

七
六
、
七
八
九

補
　
助
　
費

二
宅
、
六
八
八

扶
　
助
　
費

一
五
八
、
三
六
一

そ
　
の
　
他

二
六
二
、
三
三
七

物
　
件
費

五
五
〇
、
九
六
八

人
　
件
　
費

丞
三
、
九
五
二

投
資
的
事
業
費

（
執
行
率
7
6
％
）

一
、
六
五
五
、
七
三
五

支
出
済
額

（
収
入
率
81
％
）

一
、
七
七
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一時借入金の状況（千円）

借入累計額 93，000

返　済　額 30，000

残　　　　額 63，000

特別会計内訳（千円》

告示第4号
地方自治法第343条の第1項の規定に基づく
「十日町市財政事情の作成及び公表に関する
条例」の定めるところにより昭和46年7月1日
より同年12月31日までの間における本市の
財政事憎を公表します。
　昭和47年2月1日　＋日町市長春日由三

辮

市民負担状況

税1人当り 　　円13，088

保険料1人当り　2，599

会計名 予算額 比率

国民健康保険 330，752 83

診　療　所 35，704 9
簡易水道 29，946 7
と　畜　場 1，730 1

計 398，132 100

昭和46年度
菖4号
自治法第343条の第1項の規定に基づく
町市財政事情の作成及び公表に関する
の定めるところにより昭和46年7月1日

同年12月31日までの間における本市の
事憎を公表します。
47年2月1日　＋日町市長春　日　由三
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　　　市有財産の状況

一般会計総額（千円）
㍉♪例ン 熱

県支出盆　63，6193％ 消防費87，5974％
繰越金121，393　5％　　衛生費112，2475％
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市　　債　　　　　　農林水産業費鵬，蹴5％

254，600　12％　その他

247，456　11％その他
281，776　13％

民生費
329，402　15％国庫支出金

248，818　11％

地方交付税

563，869　26％

土木費

379，331　17％
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教育費

454，214　21％

市　　税

655，020　30％ 総務費

475，582　22％種　　　別 面　積（が） 金額（千円）

土　　　　地 15，130，248

建　　　　物 1（12，345

露’㌘
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基金、公社債 54，102 35，389
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市有財産の状況
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市債の状況（千円》

　その他
　219，856

　23％
　　　借入先別大蔵省
緻省　934，759茄9脚
1駈，283100％　60％
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　特別会計債
民生債68・976

・27，麗78％

　3％
教育債

224，164

24％

　　目的男1
　　934，759　　災害債5％
　　　　　　　5，636その他oo％土木債
　　　　清　121，409
394，427掃　　　　　　13％　　　　　債　42％　　　　　49，詑0
　　　　　筋

市税分析表（干円）

　　　その他
　　ガス税30，衡7

　　，鵬5％
　　、5％たぱこ消費

64，780

　　10％
　　　　総
　　　655，020

　　　00％
固定資産税

218，（180

　33％

軽自動車税12，785

木材引取税　　274

都市計画税17，598

市町村民税

307，004

　47％
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